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県総合畜連だより 

 
 昭和 38 年度産地市場別の成績を比較してみると、第１位は真庭郡中福田家畜市場であつた。最近の子牛価

格基準が従来の種牛としての価値から肉利用に主体を置いた方向に強く変りつつあることである。従つて、子

牛の発育のよい体積のある、所謂現在展開している『和牛子牛規格向上連動』の出荷目標に達しているものが、

有利に販売され、即ちお客に好まれ、商品価値が高いと言えるわけである。１昨年の市場成績と比較してみる

と時代に要求される方向に改良されている地域の市場は、成績表に現われている。 

 和牛は古くして、つねに新しく、時代とともに変つていることを和牛生産農家の方々に知つて頂きたい。 

 かねてより和牛価格の低落と和牛経営の困難性に対処し、全国和牛協会（会長小枝一雄）が中心となり、広

く全国畜産関係団体と一体となつて、和牛子牛価格安定制度の確立を期すべく、来る５月 11 日全国和牛大会

を東京で開き農林大臣、衆参両議員 20数名に陳情する計画である。本県においても各関係機関の協力をうけ、

県下１万名の署名運動を展開、和牛経営の安定を目指している。 

 

和牛子牛価格安定制度実現 
和牛経営の安定をめざし、県下１万名の署名運動展開 

 

≪この方策のねらいと効果≫ 

 この方策を実施することによって、子牛生産経営

がある程度安定し、子牛生産頭数が増加する。なお、

一層和牛の肉用的改良が助長され、国内牛肉生産の

国際競争力を高めることが出来、今後益々増加する

食肉需要を国内で賄うことができる。 

≪この方策の骨子≫ 

 この事業は肉用牛（和牛）の子牛のみを対象とし、

事業を行う為に社団法人「子牛価格安定基金協会」

を設け、この基金の会員は出資者を以ってこれに当

て、この利用者は子牛生産農家として別に定める期

間、基金に対して契約をして登録をしたものである

こと。この制度の対象となるものは、県の認定した

家畜市場で取引されるもので、子牛に一定規格を定

めた規格牛であり、規格内の子牛に対し補償基準価

格を定め、取引に際して、その価格に達しないもの

に差額を補填する。 

≪補償基準価格のきめ方≫ 

 雄、雌、去勢共に同一とし、基準を全国一律とす

る。但し府県の事情により生産者の負担において若

干の変更をすることがある。 

 補償基準価格は次の事項により総合的にきめる。 

  イ 子牛生産費 

  ロ 若令肥育における生産費と売却代よりの逆

算 

  ハ 主要生産地における子牛価格の変異分布 

  ニ その他 

≪和牛子牛の規格のきめ方≫ 

 規格は合格と格外とに分けるのみで、合格の内に

段階はつけない。 

 規格により合格となる為の条件は次の通り。 

  イ 性の如何を問わぬ 

  ロ 犢登記、証明書をもっているもの 

  ハ 別に定める日令、体重の基準以上のもの 

  ニ 畸形や失格でないもの 

≪和牛子牛価格安定基金協会の機構と運営≫ 

１．基金の設立と構成 

 和牛の主要生産府県に社団法人「府県子牛価格安

定基金協会」を設立し、基金の会員は国、地方公共

団体及び生産者団体とし、基金の利用者は、子牛生

産農家とし、別に定める期間基金と契約を結び登録

したものとする。 

２．基金の運営と業務 

 基金の運営には、基本金の利子をもって当てる。
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その財源は利用者の積立金をもって当てる。基本金

は、原則として取りくずさないものとするが、万一

子牛価格が暴落して、積立金及び基本金の利子の合

計総額をもってしても、価格差補填の財源に不足す

るときは、基本金の額の限度内において借入金によ

って価格差の補填をすることができる。この場合国、

又は事業団及び府県は格段の補助をするものとする。 

３．基本金の出資 

 基金の保有すべき基本金は、国又は事業団及び生

産者団体の出資とする。 

４．積立金の拠出 

 利用者より、子牛取引に際して一定額を拠出する。 

≪和牛子牛価格安定方策に併せて 

実施を要する方策≫ 

  （１）和牛子牛生産基盤の整備 

  （２）枝肉価格安定方策と枝肉の規格取引の実

施 

  （３）市場へ上場方法の改善 

  （４）流通機構の根本的改善 

 


